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定期的に自転車の安全点検・整備を行いましょう！

　自転車が加害者となり、損害賠償責任を

求められるケースがあります。

・賠償責任保険に加入しましょう。

・定期的にブレーキ、タイヤの空気圧など

の安全点検・整備を行いましょう。

・自転車に反射材をつけましょう。

・交通ルールを守りましょう。

TSマーク…自転車の点検と合わせた保険制度

　TS マークは、自転車安全整備店の自転車安全整備士が点

検、整備した普通自転車に貼付されます。有効期間は１年で

す。有効期間内に発生した事故に対して、賠償責任保険や傷

害保険がついています。

春の交通安全キャンペーン

●と　き

　４月10日（火）

　午前10時30分～（約１時間程度）

　※雨天中止

●ところ　「東浦役場東」交差点付近

●内　容

歩行者、運転手の方に、反射材を含む

啓発グッズを配布

●問い合わせ　防災交通課　内線３４９

4月6日～15日 春の全国交通安全運動

補償内容 青色TSマーク 赤色TSマーク

傷害
補償

入院15日以上 （一律）１万円 （一律）10万円

死亡・重度後遺障害
（１～４級）

（一律）30万円（一律）100万円

賠償責任
補償

死亡・重度後遺障害
（１～７級）

（限度額）

1,000万円
（限度額）

１億円

被害者
見舞金

入院15日以上 （一律）10万円

※青色マークと赤色マークで賠償内
容が異なるため、詳細は日本交通
管理技術協会または取扱い店舗へ

点検・整備は
このマークの
自転車店で！

ワッペン型
クリップ型

タスキ型

自発光式
反射材

反射材の繊
維を用いた
衣類もあり
ます。

シール型

リスト
バンド型

靴用シール型

反射材には
さまざまな種類があります！

反射材を身に付けましょう

事故を起こした場合は、必ず警察に事故の届出を！

実施します！

●問い合わせ

　日本交通管理技術協会　 ０３－３２６０－３６２１

　平成29年の町の犯罪

発生件数は、平成28年と

比べて19件増加してお

り、308件発生していま

す。自分だけは大丈夫と

思わず、防犯対策に努め

ましょう。

　春の県民運動では、次

の４項目を重点とし、犯罪

の抑止を図っていきます。

●問い合わせ

　防災交通課

　内線３４９

4月1日～10日 春の安全なまちづくり県民運動

　車両から離れる

ときは、短時間で

あっても「キーを抜

く」、「ドアロック」

を徹底しましょう。

　人通りが多い明

るい道を通りましょ

う。防犯ブザーやホ

イッスルを携帯し、

常に使える状態に

しておきましょう。

　短時間の外出、在

宅中、就寝中を問わ

ず、窓やドアの鍵を

かけましょう。

住宅を対象とした侵入盗の防止

　犯人と会話をし

ないで済むように、

在宅時でも留守番

電話に設定してお

きましょう。

特殊詐欺の被害防止

自動車盗の防止 子どもと女性の犯罪被害防止


